


「第17回統一地方選挙」事務について  

◇担当：選挙管理委員会（Ｑ3①のみ、都市整備部） 

◇質問者：豊田政典 

 
Ｑ1 投票率 

1）各選挙（知事・県議・市議）の投票率（全体・投票所・期日前投票所）、及び、知事・県
議の投票率（全体）が余り上がらず市議は下がったことについての総括を求める。 
2）投票率向上についての今後の対策について、考えを問う。 
 
Ｑ2 公務員（正規・嘱託・臨時）・民生委員・投票立会人の選挙運動 

1）３者の選挙運動については、今回も様々な事例があった。そこで、３者の選挙運動につ
いて、何が可能で何が不可なのか、具体的に、明確な判断を示されたい。 
2）1）の内容について、今回は当事者に対する事前説明が不十分もしくは欠如していた、
と認識しているが、実際はどうであったか。また、今後についてはどうするのか、問う。 
 
Ｑ3 「屋外掲示ポスター」 

◆所謂「２ショット・ポスター」の掲示については、選挙運動期間中でさえ、当該選挙の立
候補者のポスターが掲示されたままになっていた事例を、複数目にした。 
①選挙運動期間前の管理責任権限者は三重県県土整備部景観まちづくり室であり、「三重県
屋外広告物条例」に基づいて管理・指導しているが、今回四日市市内に掲示されていたポス
ターの中には、掲示期間が表示されていない事例や期間を過ぎても掲示されていた事例が多
く見られたし、違反に対する罰則は無い。また、都市景観という側面から見て、選挙期間前
の状況は多くのポスターが町中に掲示され、決して良好な景観であるとは言えない（と私は
思う）光景であった、と感じた。 
四日市市の景観行政を所管する立場から、同ポスターの掲示に関して、関係法令および県条
例の改正と三重県の管理・指導実態の改善を、四日市市から要請すべきである、と私は考え
るが、どうか。【担当：都市整備部】 
 
②選挙運動期間中の掲示については、前述の県担当室（根拠：前述条例）に加えて、四日市
市選挙管理委員会（根拠：公職選挙法）に管理責任権限がある、と考える。そこで、今回の
選挙運動期間中の屋外掲示ポスターの違法掲示について、市選管がどのような体制で臨んで
いたのか、また、どのような実態把握・認識を持っていたのかを問う。その上で、改善すべ
き点は無いのか、有るならば、今後どのように対応するのか、考え方を示されたい。 
 

Ｑ4 演説会予定のホームページ掲載 

選挙運動期間前に、立候補予定者が自己のホームページ（HP）上に、「個人演説会日程」を
掲載することは合法か違法か。―違法ならば、今回、どのような対策を講じていたのか。 



Ｑ5 不在者投票１ 
市選管の HP には、「身体に重度の障害等がある方の郵便等による不在者投票」についての
記載があるが、HPのみでは該当者にほとんど伝わらないと感じるし、実際に、制度を知ら
ずに投票を諦めかけていた有権者に出会った。 
該当者の投票率を示されたい。 
併せて、丁寧な周知・広報の必要性を感じるが、今後の対応についての考え方を問う。 
 
Ｑ６ 不在者投票２ 

同じく「入院・入所中の病院や老人ホ－ムでの不在者投票」についても、有権者の利便性向
上・投票率向上を企図しているとは思えない、市選管の不親切な周知・広報の実情に遭遇し
た。該当者の投票率を示されたい。 
この点についても改善の必要性を感じたが、今後の対応について問う。 
 
Ｑ７ 投票所に掲示される候補者名簿、の掲載順位の籤引き 

現在は選挙管理委員が行なっていると聞くが、候補者ないしその代理人が行なうようにでき
ないものか。 
 
Ｑ８ 開票作業 

今回の３選挙の開票時間実績と、成果・課題について問う。特に、市議選については、最終
確定までに随分時間がかかったが、その理由についても問う。 
 
Ｑ９ 問合せ対応 

３選挙を通じて、数多くの問合わせがあったかと推察するが、同時に市選管の答えが不明確
であった事例についても見聞きした。これは以前の選挙から同じ指摘をしてきたが、改善策
を講じるべきだと考えるがどうか。 
 
Ｑ10 附帯決議対応 

平成 23 年３月定例会の予算常任委員会において、選挙事務に関する附帯決議がなされた。
これに対する今後の執行部の対応を問う。特に、投票所（期日前投票所を含む）の増設に関
する今後の検討予定を問う。 
 
 


